
JP 6860864 B1 2021.4.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部に登録された調査対象者の端末に制御部がＵＲＬを添付したＳＭＳメールを送付
し、制御部が前記ＵＲＬにアクセスした調査対象者の端末画面に回答を求める調査用Ｗｅ
ｂページを表示させる調査用Ｗｅｂページの表示システムにおいて、
　前記記憶部は、
　調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂページ上で調
査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素についてプログラミング言語で記
録された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータと、
　前記テンプレートＷｅｂデータに関連づけられ、文字列、選択肢及び入力欄の形態等の
前記各表示要素について、調査用Ｗｅｂページにおける表示または非表示を個別に制御す
る入力属性データと、
　前記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者のデータであって、表計算
ファイルを介して入力された個人情報データと、を有し、
　前記制御部は、
　調査対象者毎に異なるように生成した専用短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを送信し、
　前記専用短縮ＵＲＬへのアクセスに基づき、個人情報データの身元情報を調査対象者毎
にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込んで表示させるように作成し、かつ前記
身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人認証情報の文字入力欄とを入
力属性データによって表示させるように作成した調査対象者毎に異なる認証用個別Ｗｅｂ
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ページを各調査対象者の端末画面に表示させ、
　調査対象者によるチェック式入力欄へのチェック及び正しい認証情報の入力に基づいて
、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込み、調
査対象者毎に前記入力属性データに基づいた異なる表示を行う調査用個別Ｗｅｂページを
作成して調査対象者の端末画面に表示させることを特徴とする、調査用個別Ｗｅｂページ
作成表示システム。
【請求項２】
　前記入力属性データは、
　テンプレートＷｅｂデータの表示要素のうち、表計算ファイルに入力された個人情報デ
ータに対応関係のある表示要素のみを表示させ、個人情報データに対応関係の無い表示要
素を表示させないように生成されたことを特徴とする請求項１に記載の調査用個別Ｗｅｂ
ページ作成表示システム。
【請求項３】
　調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムの記憶部に個人情報データを記録された調査
対象者の端末に調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムの制御部がＵＲＬを添付したＳ
ＭＳメールを送付し、前記ＵＲＬにアクセスした調査対象者の端末画面に回答を求める調
査用Ｗｅｂページを表示させる調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方法において、
　前記制御部が、
　調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂページ上で調
査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素について、プログラミング言語で
構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータを前記記憶部に記
録するステップと、
　文字列、選択肢及び入力欄の形態等の前記各表示要素について、調査用個別Ｗｅｂペー
ジにおける表示または非表示を個別に制御する入力属性データを前記テンプレートＷｅｂ
データに関連づけて、前記記憶部に記録するステップと、
　表計算ファイルを介して前記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者の
個人情報データを取得して、前記記憶部に記録するステップと、
　調査対象者毎に異なる専用短縮ＵＲＬを作成するステップと、
　生成した専用短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを調査対象者毎に送信するステップと、
　前記専用短縮ＵＲＬへの調査対象者のアクセスに基づき、個人情報データの身元情報を
調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込んで表示するように作成し
、かつ前記身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人認証情報の文字入
力欄とを入力属性データに基づいて表示するように作成した調査対象者毎に異なる認証用
個別Ｗｅｂページを作成する認証用個別Ｗｅｂページ作成ステップと、
　作成した認証用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示させ
る認証用個別Ｗｅｂページ表示ステップと、
　調査対象者によるチェック式入力欄へのチェック及び正しい認証情報の入力に基づいて
、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込み、前
記入力属性データに基づいて調査対象者毎に異なる表示となる調査用個別Ｗｅｂページを
作成する調査用個別Ｗｅｂページ作成ステップと、
　作成した調査用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示させ
る調査用個別Ｗｅｂページ表示ステップと、
　を実行することを特徴とする調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方法。
【請求項４】
　前記調査用個別Ｗｅｂページ作成ステップにおいて、前記制御部が、前記入力属性デー
タに基づき、表計算ファイルに入力された個人情報データに対応関係のある表示要素のみ
を表示し、個人情報データに対応関係のない表示要素を表示しないように調査用Ｗｅｂペ
ージを作成することを特徴とする、請求項３に記載の調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方
法。
【請求項５】
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　コンピュータに
　調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂページ上で調
査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素について、プログラミング言語で
構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータを入力させる手順
と、
　文字列、選択肢及び入力欄の形態等の前記各表示要素について、調査用Ｗｅｂページに
おける表示または非表示を個別に制御させる入力属性データを入力させて、前記テンプレ
ートＷｅｂデータに関連づけさせる手順と、
　表計算ファイルを介して前記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者の
個人情報データを入力させる手順と、
　調査対象者毎に異なる専用短縮ＵＲＬを生成させる手順と、
　生成させた専用短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを調査対象者毎に送信させる手順と、
　前記専用短縮ＵＲＬへの調査対象者のアクセスに基づき、個人情報データの身元情報を
調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込ませて表示させるように作
成させ、かつ前記身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人認証情報の
文字入力欄とを入力属性データに基づいて表示させるように調査対象者毎に異なる認証用
個別Ｗｅｂページを作成させる認証用個別Ｗｅｂページ作成手順と、
　作成された認証用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示さ
せる認証用個別Ｗｅｂページ表示手順と、
　調査対象者によるチェック式入力欄へのチェック及び正しい認証情報の入力に基づいて
、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込ませ、
前記入力属性データに基づいて調査対象者毎に異なる表示となる調査用個別Ｗｅｂページ
を作成させる調査用個別Ｗｅｂページ作成手順と、
　作成した調査用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示させ
る調査用個別Ｗｅｂページ表示手順と、
　を実行させることを特徴とする調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラム。
【請求項６】
　前記調査用個別Ｗｅｂページ作成手順において、前記入力属性データに基づき、表計算
ファイルに入力された個人情報データに対応関係のある表示要素のみを表示させ、表計算
ファイルの個人情報データに対応関係のない表示要素を表示させないように調査用個別Ｗ
ｅｂページを作成させることを特徴とする、請求項５に記載の調査用個別Ｗｅｂページ作
成表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ＳＭＳメールのＵＲＬにアクセスした調査対象者の端末画面に表示させる調査用Ｗｅｂ
ページの表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定多数を対象とした調査方法には、オペレーターが電話応対によって多数の質問を投
げかけて聞き取って記録する聞き取り調査があり、この調査方法は、オペレーターにおけ
る多大な労力を必要とする。
【０００３】
　このような電話応対等によるオペレーターの労力を必要とすることなく調査を行う技術
として、特許文献１には、ショートメールを介してＵＲＬを調査対象者に送信し、アクセ
スした調査対象者の端末画面に調査用Ｗｅｂページを表示させて回答させることによって
調査結果を収集するアンケート集計装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１５－７９３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のアンケート集計装置において、調査を行う企業は、調査毎に内容の異なる
調査用のＷｅｂ回答ページ予め企業サーバー８０に作成して記録しておく必要があった。
調査を行う企業毎に、また調査毎に予め調査用のＷｅｂ回答ページを予め作成しておくこ
とは、調査を希望する各企業にとって大きな負担となっていた。
【０００６】
　上記課題に鑑み、本願発明は、調査内容に関する入力属性情報と調査対象者の個人情報
から内容の異なる調査用Webページを企業毎、調査毎に自在かつ自動的に作成可能な調査
用個別Ｗｅｂページ作成表示システム及び調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方法及び調査
用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　記憶部に登録された調査対象者の端末に制御部がＵＲＬを添付したＳＭＳメールを送付
し、制御部が前記ＵＲＬにアクセスした調査対象者の端末画面に回答を求める調査用Ｗｅ
ｂページを表示させる調査用Ｗｅｂページの表示システムにおいて、前記記憶部は、調査
用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂページ上で調査対象
者によって入力される入力欄の形態等の表示要素についてプログラミング言語で記録され
た調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータと、前記テンプレートＷｅ
ｂデータに関連づけられ、文字列、選択肢及び入力欄の形態等の前記各表示要素について
、調査用Ｗｅｂページにおける表示または非表示を個別に制御する入力属性データと、前
記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者のデータであって、表計算ファ
イルを介して入力された個人情報データと、を有し、前記制御部は、調査対象者毎に異な
るように生成した専用短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを送信し、専用短縮ＵＲＬへのアク
セスに基づき、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に
埋め込み、調査対象者毎に前記入力属性データに基づいた異なる表示を行う調査用個別Ｗ
ｅｂページを作成して調査対象者の端末画面に表示させることとした。
【０００８】
　（作用）制御部が調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷ
ｅｂページ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素についてプログ
ラミング言語で構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータに
対し、各表示要素の表示または非表示を個別に制御する入力属性データを関連づけ、ＳＭ
Ｓメールを介して行われる調査用Ｗｅｂページへの調査対象者のアクセスに基づいて、表
計算ファイル（ＣＳＶファイル等）に入力された調査対象者毎の個人情報データをテンプ
レートＷｅｂデータにおける入力属性データの対応箇所に埋め込み、入力属性データの制
御に基づいて調査対象者毎に異なる表示を行う調査用個別Ｗｅｂページ作成して各調査対
象者の端末に表示させる。
【０００９】
　また、前記入力属性データは、テンプレートＷｅｂデータの表示要素のうち、表計算フ
ァイルに入力された個人情報データに対応関係のある表示要素のみを表示させ、個人情報
データに対応関係の無い表示要素を表示させないように生成されることが望ましい。
【００１０】
　（作用）調査対象者毎に異なる調査用個別Ｗｅｂページにおいて、表計算ファイルに含
まれる個人情報データに対応関係のある表示要素のみが表示され、表計算ファイルに個人
情報データとして含まれず、仮に表示すると空欄になる表示要素が表示されなくなる。
【００１１】
　また、前記制御部が、前記専用短縮ＵＲＬへのアクセスに基づき、個人情報データの身
元情報を調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込んで表示させるよ
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うに作成し、かつ前記身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人確認情
報の文字入力欄とを入力属性データによって表示させるように作成した調査対象者毎に異
なる認証用個別Ｗｅｂページを各調査対象者の端末画面に表示させ、調査対象者によるチ
ェック式入力欄へのチェック及び正しい認証情報の入力に基づいて前記調査用個別Ｗｅｂ
ページを表示させることが望ましい。
【００１２】
　（作用）調査内容が自らを対象としたものであるかを調査対象者に承認させた上で、本
人確認情報の入力を促す認証用個別Ｗｅｂページが予め調査対象者の端末に表示され、本
人認証に基づいて調査用個別Ｗｅｂページが調査対象者の端末に表示される。
【００１３】
　また、調査対象者の端末にＵＲＬを添付したＳＭＳメールを送付し、前記ＵＲＬにアク
セスした調査対象者の端末画面に回答を求める調査用Ｗｅｂページを表示させる調査用Ｗ
ｅｂページの表示方法において、調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、
選択肢及びＷｅｂページ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素に
ついて、プログラミング言語で構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレート
Ｗｅｂデータを入力するステップと、文字列、選択肢及び入力欄の形態等の前記各表示要
素について、調査用Ｗｅｂページにおける表示または非表示を個別に制御する入力属性デ
ータを前記テンプレートＷｅｂデータに関連づけるステップと、表計算ファイルを介して
前記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者の個人情報データを入力する
ステップと、調査対象者毎に異なる専用短縮ＵＲＬを作成するステップと、生成した専用
短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを調査対象者毎に送信するステップと、専用短縮ＵＲＬへ
の調査対象者のアクセスに基づき、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂ
データの所定位置に埋め込み、前記入力属性データに基づいて調査対象者毎に異なる表示
となる調査用個別Ｗｅｂページを作成する調査用個別Ｗｅｂページ作成ステップと、作成
した調査用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示する調査用
個別Ｗｅｂページ表示ステップと、を実行することが望ましい。
【００１４】
　（作用）調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂペー
ジ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素についてプログラミング
言語で構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータに対し、各
表示要素の表示または非表示を個別に制御する入力属性データが関連づけられ、ＳＭＳメ
ールを介して行われる調査用Ｗｅｂページへの調査対象者のアクセスに基づいて、表計算
ファイルに入力された調査対象者毎の個人情報データをテンプレートＷｅｂデータにおけ
る入力属性データの対応箇所に埋め込まれ、入力属性データの制御に基づいて調査対象者
毎に異なる表示を行う調査用個別Ｗｅｂページが生成されて、各調査対象者の端末に表示
される。
【００１５】
　また、前記調査用個別Ｗｅｂページ作成ステップにおいて、前記入力属性データに基づ
き、表計算ファイルに入力された個人情報データに対応関係のある表示要素のみを表示し
、個人情報データに対応関係のない表示要素を表示しないように調査用Ｗｅｂページを作
成することが望ましい。
【００１６】
　（作用）調査対象者毎に異なる調査用個別Ｗｅｂページにおいて、表計算ファイルに含
まれる個人情報データに対応関係のある表示要素のみが表示され、表計算ファイルに個人
情報データとして含まれず、仮に表示すると空欄になる表示要素が表示されなくなる。
【００１７】
　また、前記専用短縮ＵＲＬへのアクセスに基づき、個人情報データの身元情報を調査対
象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込んで表示するように作成し、かつ
前記身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人確認情報の文字入力欄と
を入力属性データに基づいて表示するように作成した調査対象者毎に異なる認証用個別Ｗ
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ｅｂページを作成する認証用個別Ｗｅｂページ作成ステップと、作成した認証用個別Ｗｅ
ｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示する認証用個別Ｗｅｂページ表
示ステップと、を実行し、調査対象者によるチェック式入力欄へのチェック及び正しい認
証情報の入力に基づいて前記調査用個別Ｗｅｂページ作成ステップを実行することが望ま
しい。
【００１８】
　（作用）調査内容が自らを対象としたものであることを調査対象者に承認させた上で、
本人確認情報の入力を促す認証用個別Ｗｅｂページが予め調査対象者の端末に表示され、
本人認証に基づいて調査用個別Ｗｅｂページが調査対象者の端末に表示される。
【００１９】
　また、コンピュータに調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及
びＷｅｂページ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素について、
プログラミング言語で構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデ
ータを入力させる手順と、文字列、選択肢及び入力欄の形態等の前記各表示要素について
、調査用Ｗｅｂページにおける表示または非表示を個別に制御する入力属性データを入力
させて、前記テンプレートＷｅｂデータに関連づけさせる手順と、表計算ファイルを介し
て前記調査用Ｗｅｂページの表示項目に対応した各調査対象者の個人情報データを入力さ
せる手順と、調査対象者毎に異なる専用短縮ＵＲＬを生成させる手順と、生成させた専用
短縮ＵＲＬを含むＳＭＳメールを調査対象者毎に送信させる手順と、専用短縮ＵＲＬへの
調査対象者のアクセスに基づき、個人情報データを調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデ
ータの所定位置に埋め込み、前記入力属性データに基づいて調査対象者毎に異なる表示と
なる調査用個別Ｗｅｂページを作成する調査用個別Ｗｅｂページ作成手順と、作成した調
査用個別Ｗｅｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示する調査用個別Ｗ
ｅｂページ表示手順と、を実行させることが望ましい。
【００２０】
　（作用）調査用Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する文字列、選択肢及びＷｅｂペー
ジ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示要素についてプログラミング
言語で構成された調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータに対し、各
表示要素の表示または非表示を個別に制御する入力属性データが関連づけられ、ＳＭＳメ
ールを介して行われる調査用Ｗｅｂページへの調査対象者のアクセスに基づいて、表計算
ファイルに入力された調査対象者毎の個人情報データをテンプレートＷｅｂデータにおけ
る入力属性データの対応箇所に埋め込まれ、入力属性データの制御に基づいて調査対象者
毎に異なる表示を行う調査用個別Ｗｅｂページが作成されて、各調査対象者の端末に表示
される。
【００２１】
　また、前記調査用個別Ｗｅｂページ作成手順において、前記入力属性データに基づき、
表計算ファイルに入力された個人情報データに対応関係のある表示要素のみを表示させ、
表計算ファイルの個人情報データに対応関係のない表示要素を表示させないように調査用
Ｗｅｂページを作成させることが望ましい（※請求項８）。
【００２２】
　（作用）調査対象者毎に異なる調査用個別Ｗｅｂページにおいて、表計算ファイルに含
まれる個人情報データに対応関係のある表示要素のみが表示され、表計算ファイルに個人
情報データとして含まれず、仮に表示すると空欄になる表示要素が表示されなくなる。
【００２３】
　また、前記専用短縮ＵＲＬへのアクセスに基づき、個人情報データの身元情報を調査対
象者毎にテンプレートＷｅｂデータの所定位置に埋め込ませて表示させるように作成させ
、かつ前記身元情報の正否を問う文字列及びチェック式入力欄と、本人確認情報の文字入
力欄とを入力属性データに基づいて表示させるように調査対象者毎に異なる認証用個別Ｗ
ｅｂページを作成させる認証用個別Ｗｅｂページ作成手順と、作成された認証用個別Ｗｅ
ｂページをアクセスされた各調査対象者の端末画面に表示させる認証用個別Ｗｅｂページ
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表示手順と、を実行させ、調査対象者によるチェック式入力欄へのチェック及び正しい認
証情報の入力に基づいて前記調査用個別Ｗｅｂページ作成手順を実行させることが望まし
い。
【００２４】
　（作用）調査内容が自らを対象としたものであることを調査対象者に承認させた上で、
本人確認情報の入力を促す認証用個別Ｗｅｂページが予め調査対象者の端末に表示され、
本人認証に基づいて調査用個別Ｗｅｂページが調査対象者の端末に表示される。
【発明の効果】
【００２５】
　調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方法、調
査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムによれば、調査元の各企業が、調査において調
査毎に複数の調査用Ｗｅｂページを予め作成しておかなくても、調査内容を表示する文字
列、選択肢、入力欄の形態等の表示要素についてプログラミング言語で入力されたテンプ
レートＷｅｂデータと、テンプレートＷｅｂデータに関連づけられて各表示要素の表示ま
たは非表示を個別に制御する入力属性データと、表計算ファイルを介して入力された調査
対象者毎に異なる氏名や調査内容に関する項目などの個人情報データから調査対象者毎に
異なる表示となる調査用個別Ｗｅｂページを調査対象者の端末上に自在に自動生成して表
示させた調査を行うことが出来る。
【００２６】
　また、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方
法、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムによれば、表示すべき個人情報データが
無いために空欄となってしまう入力属性データの無駄な表示が防止される。
【００２７】
　また、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示方
法、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムによれば、重要な調査を行う前に自動作
成された認証用個別ＷｅｂページをＳＭＳメールの受信者端末に表示することで、求めら
れる調査が正しく自分を対象としたものであることを調査対象者に認識させた上で本人認
証に関する入力操作を行わせることで、調査対象者に無関係な調査用個別Ｗｅｂページを
誤表示させずにすむ。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムの接続形態を示す図
。
【図２】本実施形態に係る調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムの構成を示すブロッ
ク図。
【図３】本実施形態に係る調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムに関する第１フロー
チャート。
【図４】図３の第１フローチャートに連続する第２フローチャート。
【図５】図３の第２フローチャートに連続する第３フローチャート。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１から図５により本実施形態に係る調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システムについ
て説明する。本実施形態の調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１は、インターネッ
ト等のオープンネットワーク（ＩＰ：Internet　Protocol網２、以降は単にＩＰ網２と言
う）に接続されている。調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１には、ＩＰ網２を介
して調査を求める調査要請者である複数の企業の企業クライアントサーバー（３、４）が
それぞれ接続され、更にＩＰ網２及び公衆網５を介して調査対象者端末であるスマートフ
ォン６やフィーチャーフォン７が複数接続されている。調査対象者端末６，７は、公衆網
５を介してＩＰ網２に接続可能に構成され、ショートメールサービスのメール（以降は単
にＳＭＳメールとする）を受信可能に構成されたスマートフォン等の携帯型端末である。
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【００３０】
　調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１において、調査を求める企業は、後述する
記憶部のデータベース（以降は、単にＤＢとする）に登録される。また、本実施形態にお
ける企業クライアントサーバーと調査対象者端末は、一例として２つずつ記載されている
が、いずれも３以上接続されてもよいし、単数であってもよい。
【００３１】
　調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１は、企業と調査対象者との間の紐付関係と
調査の内容に基づいて発信の条件を決定し、決定された条件に基づいてＳＭＳメールを調
査対象者の調査対象者端末（６，７）毎に割り当てられた電話番号宛に発信する。発信さ
れるＳＭＳメールには、利用者を特定する固有の識別情報が付加された後述する短縮ＵＲ
Ｌが含まれ、端末の利用者は、配信されたＳＭＳメールを調査対象者端末（６，７）の小
型のモニター（６ａ，７ａ）で閲覧し、メールに記載されたＵＲＬにリンクされたインタ
ーネットページにアクセスすることによって調査に回答する。
【００３２】
　図２に示す調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１は、制御部１０と、記憶部２０
と、操作部３０と、表示部４０を有する。制御部１０は、記憶部２０のプログラム領域２
１に記憶される調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムに基づいて、調査対象者端末
（６，７）に表示される調査用個別Ｗｅｂページへアクセス可能なＵＲＬ付のＳＭＳメー
ルを送信する。
【００３３】
　制御部１０が実行する調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムは、図２にその構造
が機能展開されているように、ユーザー管理部１１と、個別Ｗｅｂページ個人情報データ
管理部１２と、短縮ＵＲＬ作成部１３と、ＳＭＳメール生成部１４（以降は単にＳＭＳ生
成部１４とする）と、個別Ｗｅｂページ作成部１５と通信ネットワークインターフェイス
部１６と、調査回答データ集計部１７と、調査回答データ解析部１８を含む。また、記憶
部２０には、プログラム領域２１の他に、企業及び調査対象者（ＳＭＳ受信者）ＤＢ２２
と、テンプレートＷｅｂデータ２３と、個別Ｗｅｂページ個人情報ＤＢ２４と、調査回答
データＤＢ２５及び入力属性データ２６が記憶される。
【００３４】
　図２の制御部１０において、ユーザー管理部１１は、調査に先だって調査用個別Ｗｅｂ
ページ作成イベントが発生すると、企業クライアントサーバー（３，４）に表計算ファイ
ル（ＣＳＶファイル等）を介して予め記録された各調査対象者の個人情報データのうち、
ＳＭＳメールを送信するための各調査対象者端末の電話番号データを調査依頼元の企業デ
ータ（操作部３０または企業クライアントサーバー３，４からＩＰ網２を介して入力され
る）と紐付けて記憶部２０の企業及び調査対象者ＤＢ２２に記録し、企業クライアントサ
ーバー（３，４）から企業ユーザーの企業のＵＲＬを取得して調査対象者端末（６，７）
の電話番号と共に短縮ＵＲＬ作成部１３へ出力する。また、個別Ｗｅｂページ個人情報デ
ータ管理部１２は、操作部３０またはユーザー管理部１１を介して前記個人情報データの
うち、個別Ｗｅｂページ個人情報データを個別Ｗｅｂページ個人情報ＤＢ２４に記録する
。
【００３５】
　テンプレートＷｅｂデータ２３は、プログラミング言語（ＨＴＭＬ、ＰＨＰ、ｃｓｓ、
ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ）で記録された調査用個別Ｗｅｂページの表示項目や設問に関する
文字列、選択肢、Ｗｅｂページ上で調査対象者によって入力される入力欄の形態等の表示
要素と、各表示要素の配置位置に関するデータであり、調査用個別Ｗｅｂページの骨格を
構成する。入力属性データ２６は、テンプレートＷｅｂデータ２３に基づいて調査用個別
Ｗｅｂページの所定位置にそれぞれ配置されるべき文字列、選択肢、入力欄等について、
後述する個別Ｗｅｂページ個人情報データに対応した表示または非表示を個別に制御する
ためのデータである。
【００３６】
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　個別Ｗｅｂページ個人情報データとは、個人情報データのうち、入力属性データ２６の
項目に対応した各調査対象者の個別データであり、例えば、「契約者名」という項目に対
する具体的な個人名や、「管理番号」という項目に対する英数字等の組み合わせや、「契
約内容」という項目に対する具体的な契約内容を示す文章を示す。
【００３７】
　尚、テンプレートＷｅｂデータ２３における「調査用個別Ｗｅｂページの表示項目」と
は、調査対象者の個人情報に無関係なタイトル、注意書き等の各調査に共通する文章を構
成する文字列や、調査対象者の個人情報に関連する「契約者（調査対象者）名」「（調査
の）管理番号」「契約内容」等の「項目」を示す文字列や、調査において選択肢の選択を
求めたり入力欄に任意の文章回答を求めるための設問を構成する文字列を言う。また、調
査用個別Ｗｅｂページの「選択肢」とは、調査対象者に設問に対するチェックを入れさせ
る欄の数を示し、「入力欄の形態」とは、入力欄の方式（チェック式入力欄や任意文字の
入力欄）や、任意文字の入力欄の大きさや形状を示す。
【００３８】
　図２の短縮ＵＲＬ作成部１３は、ユーザー管理部１１から入力された各企業ユーザーの
企業ＵＲＬのドメインと、調査対象者となるＳＭＳ受信ユーザーのＩＤや顧客ＩＤ、電話
番号（060,070,080,090他で始まる11ケタの番号）等の調査対象者を特定する任意の文字
列から調査対象者毎に異なる専用の短縮ＵＲＬを生成してＳＭＳ生成部１４に出力する。
【００３９】
　図２のＳＭＳ生成部１４は、短縮ＵＲＬ作成部１３で調査対象者各自に生成された独自
の短縮ＵＲＬと、調査依頼の文面を作成して通信ネットワークインターフェイス部１６に
出力する。また、個別Ｗｅｂページ作成部１５は、記憶部２０から引き出した調査用Ｗｅ
ｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータ２３に個別Ｗｅｂページ個人情報ＤＢ２
４から引き出した個別Ｗｅｂページ個人情報データを埋め込み、入力属性データによる表
示要素の表示または非表示の制御に基づいた調査用個別Ｗｅｂページを作成し、通信ネッ
トワークインターフェイス部１６に出力する。
【００４０】
　通信ネットワークインターフェイス部１６は、短縮ＵＲＬと調査依頼文を含むＳＭＳメ
ールをＩＰ網２と図１の公衆網５を介して調査対象者の調査対象者端末（６，７）に送信
し、調査対象者から短縮ＵＲＬへのアクセスに基づき、調査対象者毎に内容の異なる調査
用個別Ｗｅｂページを調査対象者端末（６，７）の小型のモニター（６ａ，７ａ）にそれ
ぞれ表示させる。
【００４１】
　また、図２の通信ネットワークインターフェイス部１６は、調査対象者端末（６，７）
から受信した調査回答データを調査回答データ集計部１７に出力し、調査回答データ集計
部１７は、集計結果を表示部４０に表示させると共に集計データを調査回答データ解析部
１８に出力する。調査回答データ解析部１８は、周毛データを解析して解析データを記憶
部２０の調査回答データＤＢ２５に記録させる。
【００４２】
　次に図２のブロック図と図３から図５のフローチャートにより、調査用個別Ｗｅｂペー
ジ作成表示システム１の動作を順に詳細に説明する。図３から図５において、各図の左側
は、サーバー、即ち調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１における処理の流れを示
し、各図の右側は、スマートフォン（またはフィーチャーフォン）における処理の流れを
示し、各図は、調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１と調査対象者端末（６，７）
間における処理の流れを示す。
【００４３】
　まず、図３のステップＳ１０１において、制御部１０のユーザー管理部１１は、操作部
３０を介し、または調査依頼元の企業クライアントサーバー（３，４）から企業ユーザー
のデータ（企業名や企業のＵＲＬ等）を記憶部２０の企業及び調査対象者ＤＢ２２に登録
する。次にステップＳ１０２において、ユーザー管理部１１は、企業クライアントサーバ
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ー（３，４）に表計算ファイルを介して予め記録された各調査対象者の個人情報データの
うち、調査対象者端末の電話番号データを企業ユーザーのデータと紐付して記憶部２０の
企業及び調査対象者ＤＢ２２に登録する。
【００４４】
　図３のステップＳ１０３において、図２のユーザー管理部１１は、調査に先だって調査
対象者となるＳＭＳ受信ユーザーの調査対象者端末（６，７）に表示される調査用個別Ｗ
ｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂデータ２３（ＨＴＭＬ、ＰＨＰ、ｃｓｓ、ｊ
ａｖａｓｃｒｉｐｔ等のプログラミング言語で記録された調査用個別Ｗｅｂページの表示
項目や設問に関する文字列、選択肢、Ｗｅｂページ上で調査対象者によって入力される入
力欄の形態等の表示要素と、各表示要素の配置位置に関するデータ）を記憶部２０に記録
する。
【００４５】
　また、ステップＳ１０４において、個別Ｗｅｂページ個人情報データ管理部１２は、調
査用個別Ｗｅｂページの所定位置にそれぞれ配置されるべき文字列、選択肢、入力欄等に
関するテンプレートＷｅｂデータ２３を入力属性データ２６に関連づけて、個別Ｗｅｂペ
ージ個人情報ＤＢ２４に記録する。
【００４６】
　図３のステップＳ１０５において、調査用個別Ｗｅｂページ作成イベントが発生する（
Yesとなる）と、ステップＳ１０６において、ユーザー管理部１１は、企業クライアント
サーバー（３，４）から表計算ファイルを介して取得した各調査対象者の個人情報データ
のうち、調査対象者端末の電話番号データを調査依頼元の企業データ（操作部３０または
企業クライアントサーバー３，４からＩＰ網２を介して入力される）と紐付けて記憶部２
０の企業及び調査対象者ＤＢ２２に記録（アップロード）し、更に企業クライアントサー
バー（３，４）から企業ユーザーの企業のＵＲＬを取得して調査対象者端末（６，７）の
電話番号と共に短縮ＵＲＬ作成部１３へ出力し、個別Ｗｅｂページ個人情報データ管理部
１２は、前記個人情報データのうち、個別Ｗｅｂページ個人情報データを個別Ｗｅｂペー
ジ個人情報ＤＢ２４に記録（アップロード）する。図３のステップＳ１０６は、図４のス
テップＳ１０７に続く。
【００４７】
　図３のステップＳ１０７において、図２の短縮ＵＲＬ作成部１３は、調査を求める企業
のドメインと電話番号等から調査対象者毎に異なるように生成した専用の短縮ＵＲＬ（認
証用個別Ｗｅｂページまたは調査用個別Ｗｅｂページへのアクセス用ＵＲＬ）をＳＭＳ生
成部１４に出力し、ＳＭＳ生成部１４は、短縮ＵＲＬと調査依頼の文面を作成して通信ネ
ットワークインターフェイス部１６に出力する。
【００４８】
　図４のステップＳ１０８において、図２の通信ネットワークインターフェイス部１６は
、調査対象者毎に異なるように生成した専用の短縮ＵＲＬを記載した調査依頼文をＩＰ網
２と図１の公衆網５を介して調査対象者の調査対象者端末（６，７）にＳＭＳメールで送
信する。調査対象者であるＳＭＳ受信ユーザーは、図４のステップ１０９において、受信
可能な状態（ＹＥＳである）なら、自分のスマートフォン６（もしくはフィーチャーフォ
ン７のいずれか）で送付されたＳＭＳメールを受信し、ステップ１１０において、自分の
スマートフォン６またはフィーチャーフォン７の小型のモニター（６ａ，７ａ）に表示さ
れた調査用個別Ｗｅｂページにアクセスするための専用短縮ＵＲＬをクリックする。
【００４９】
　図４のステップＳ１１１において、図２の制御部１０の個別Ｗｅｂページ作成部１５は
、専用の短縮ＵＲＬへの調査対象者のアクセスに基づき、督促等の重要な調査においてＳ
ＭＳメールの受信者が正しく調査対象者であることの個人認証を求める場合（Ｙｅｓの場
合）、ステップＳ１１２において、調査用Ｗｅｂページの骨格となるテンプレートＷｅｂ
データ２３を記憶部２０から引き出し、更に個別Ｗｅｂページ個人情報ＤＢ２４から引き
出した個別Ｗｅｂページ個人情報データをテンプレートＷｅｂデータ２３に埋め込み、か
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つ入力属性データ２６に基づいた表示要素（表示項目や設問に関する文字列、選択肢、入
力欄の形態等）の表示制御を行うようにした認証用個別Ｗｅｂページを作成する。
【００５０】
　具体的には、個人情報データの身元情報（調査対象者の氏名、ニックネームまたは予め
調査対象者に割り振られたＩＤ等）を調査対象者毎にテンプレートＷｅｂデータに埋め込
んで、認証用個別Ｗｅｂページの所定位置に表示させるように認証用個別Ｗｅｂページを
作成する。また、テンプレートＷｅｂデータの表示要素において、前記身元情報を表示す
る文字列と、身元情報が正しいときに調査対象者が認証用個別Ｗｅｂページ上でチェック
を入れるためのチェック式入力欄と、併せて調査対象者に入力させる本人認証情報に関す
る文字列（パスワードや生年月日等）を入力するための文字入力欄と、を入力属性データ
２６の制御に基づいて表示させるように認証用個別Ｗｅｂページを作成する。
【００５１】
　図４のステップＳ１１３において、図２の個別Ｗｅｂページ作成部１５は、作成された
調査対象者毎に異なる表示を行う調査用個別Ｗｅｂページを通信ネットワークインターフ
ェイス部１６に出力する。ステップＳ１１３において、通信ネットワークインターフェイ
ス部１６は、ＩＰ網２及び公衆網５を介して調査対象者端末（６，７）の小型モニター（
６ａ，７ａ）に認証用個別Ｗｅｂページを表示させる。
【００５２】
　図４のステップＳ１１４において、調査対象者は、自分のスマートフォン６またはフィ
ーチャーフォン７において認証用個別Ｗｅｂページを受信し、表示された身元情報（名前
等）から自分を対象とした調査であることを確認し、チェック式入力欄チェックすること
で調査を了承し、本人認証情報としてパスワード等を認証情報の入力欄に入力して送信す
る。
【００５３】
　図４のステップ１１５において、図２の個別Ｗｅｂページ作成部１５は、調査対象者か
ら送信された本人認証情報が正しい場合において、調査用Ｗｅｂページの骨格となるテン
プレートＷｅｂデータ２３を記憶部２０から引き出し、更に個別Ｗｅｂページ個人情報Ｄ
Ｂ２４から引き出した個別Ｗｅｂページ個人情報データをテンプレートＷｅｂデータ２３
に埋め込み、かつ入力属性データ２６に基づいた表示要素（表示項目や設問に関する文字
列、選択肢、入力欄の形態等）の表示制御を行うようにした調査用個別Ｗｅｂページを作
成する。
【００５４】
　尚、ステップＳ１１１とＳ１１５において、図２の個別Ｗｅｂページ作成部１５は、テ
ンプレートＷｅｂデータの表示要素（表示項目や設問に関する文字列、選択肢、入力欄の
形態等）において、表計算ファイルに入力された個別Ｗｅｂページ個人情報データに対応
関係のある表示要素のみを認証用個別Ｗｅｂページ及び調査用個別Ｗｅｂページに表示さ
せ、個別Ｗｅｂページ個人情報データに記録されていないことで対応関係のない表示要素
を表示させないように認証用及び調査用Ｗｅｂページを作成することが望ましい。その場
合、認証用及び調査用個別Ｗｅｂページにおいては、調査項目等のみが表示され、対応関
係のない個別Ｗｅｂページ個人情報データの表示場所が空欄になるという表示スペースの
無駄が発生しなくなる。
【００５５】
　また、図４のステップＳ１１１において、重要性の低い調査について、調査対象者の個
人認証を求めない場合（Ｎｏの場合）、図２の制御部１０は、ステップＳ１１１の後にス
テップＳ１１２～Ｓ１１４を実行することなくステップＳ１１５を実行する。
【００５６】
　図４のステップＳ１１６において、調査対象者は、自分のスマートフォン６またはフィ
ーチャーフォン７において調査用個別Ｗｅｂページを受信して調査用個別Ｗｅｂページに
表示された項目や設問を確認しつつ回答する。調査用個別Ｗｅｂページは、個人情報デー
タとこれに対応する表示要素を含み調査対象者毎に異なるように表示される。図４のステ
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【００５７】
　図５のステップＳ１１７において、調査対象者の調査対象者端末（６，７）は、調査の
回答終了後に回答結果についてＩＰ網２を介して調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システ
ム１に送信する。
【００５８】
　図２の制御部１０の通信ネットワークインターフェイス部１６は、図５のステップＳ１
１８において、調査対象者端末（６，７）を介して調査用個別Ｗｅｂページに入力された
回答結果を受信し、ステップＳ１１９において、調査回答データを調査回答データ集計部
１７に出力する。調査回答データは、調査回答データ集計部１７によって集計され、集計
データは、調査回答データ解析部１８によって解析された後、記憶部２０の調査回答デー
タＤＢ２５に記録される。
【００５９】
　尚、通信ネットワークインターフェイス部１６が受信した回答結果は、表示部４０によ
って一覧表示されると共に、表計算ファイル（ＣＳＶデータ）として企業クライアントサ
ーバー（３，４）にダウンロード出来ることが望ましい。
【００６０】
　また、本件の調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム、調査用個別Ｗｅｂページ作成
表示方法および調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムは、例えば、各種申込書や年
末調整書類の申込不備に関する調査や、電気やガスや通信回線等の工事日、立会日の希望
日時、車検の入庫日時または配達物の受取日時等の意向確認調査や、就業状況の確認調査
や、商品やサービスの利用状況調査や、カード利用代金、物販代金、家賃、保険料、貸金
、会費等の督促に関する回答調査や、顧客満足度調査等に利用されることが望ましい。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　　　　　　　調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム
６，７　　　　　　　調査対象者端末
６ａ，７ａ　　　　　小型モニター（端末画面）
１０　　　　　　　　制御部
２０　　　　　　　　記憶部
【要約】　　　（修正有）
【課題】表示の異なる調査用個別Ｗｅｂページを自在に作成可能な調査用個別Ｗｅｂペー
ジ作成表示システム、作成表示方法及び作成表示プログラムを提供する。
【解決手段】調査用個別Ｗｅｂページ作成表示システム１は、制御部１０と、記憶部２０
と、操作部３０と、表示部４０を有する。制御部１０は、記憶部２０のプログラム領域２
１に記憶される調査用個別Ｗｅｂページ作成表示プログラムに基づいて、調査対象者端末
に表示される調査用個別Ｗｅｂページへアクセス可能なＵＲＬ付のＳＭＳメールを送信す
る。
【選択図】図２
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